
｀●1･
－ミー

心．

へ

-／″＾

早
稲
田
大
学
学
生
会
館
規
約

（
文
運
常
任
委
員
会
案
）

第
　
一
　
条
　
（
呼
称
）
　
本
学
に
設
置
の
学
生
会
館
は
、
そ
れ
ぞ

　
れ
第
一
学
生
会
館
（
旧
会
館
）
、
第
二
学
生
会
館
　
（
新
会

　
館
）
　
と
称
す
る
。

第
　
二
　
条
　
（
設
置
の
目
的
）
　
学
生
会
館
は
、
学
生
の
自
治
活

　
勤
、
サ
ー
ク
ル
活
動
、
そ
の
他
学
生
の
自
主
的
文
化
活
動

　
を
発
展
さ
せ
、
そ
お
を
保
障
す
る
場
で
あ
り
、
も
っ
て
大

　
才
人
相
互
の
連
帯
を
深
め
、
学
園
生
活
に
貢
献
す
る
と
と

　
ち
に
学
生
の
自
主
的
活
動
を
通
じ
て
批
判
と
自
治
の
精
神

　
を
焙
い
、
社
会
進
歩
の
た
め
に
、
学
生
の
自
由
な
研
究
と

　
活
計
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
　
三
　
条
（
管
理
運
営
）
前
条
の
目
的
に
沿
い
、
学
生
会
館

　
の
・
管
理
運
営
は
、
学
生
の
自
治
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す

　
る
。
こ
の
た
め
の
機
関
と
し
て
学
生
会
館
自
治
委
員
会

　
　
（
以
下
自
治
委
員
会
と
略
す
）
　
を
設
置
す
る
。
自
治
委
員

　
会
は
、
学
生
会
館
の
管
理
運
営
と
そ
れ
に
と
も
な
う
一
切

　
の
学
生
の
自
治
活
動
を
司
ど
る
機
関
で
あ
り
、
最
高
決
定

　
お
よ
び
執
行
機
関
と
し
て
、
学
生
会
館
の
あ
ら
ゆ
る
活
動

　
を
統
括
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
　
条
（
自
治
委
員
会
の
構
成
）
自
治
委
員
会
は
、
各
学

　
部
自
治
会
、
学
友
会
の
代
表
、
文
化
団
体
連
合
会
、
サ
ー

　
ク
ル
連
合
の
代
表
、
早
稲
田
祭
実
行
委
員
会
の
代
表
、
及

　
び
生
活
協
同
組
合
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
　
五
　
釆
　
（
自
治
委
員
会
細
則
）
自
治
委
員
会
の
細
則
に
つ

　
い
て
は
、
Λ
、
学
生
会
館
自
治
委
員
会
細
則
Ｖ
と
し
て
、
　
こ

　
れ
を
別
に
定
め
る
。

第
　
六
　
条
　
（
学
生
会
館
協
議
会
）
　
学
生
会
館
の
管
理
運
営
を

　
　
ノ
’
ご
ほ
盛
が
よ
り
円
滑
に
行
い
、
学
生
の
自
治
活
動
の
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第
十
　
条
　
（
使
用
者
）
学
生
会
館
を
使
用
で
き
る
も
の
は
、

　
次
の
通
り
と
す
る
。
早
稲
田
大
学
学
生
及
び
学
生
団
体
、

　
教
職
員
及
び
自
治
委
員
会
の
認
め
た
も
の
。

第
申
一
条
　
（
使
用
細
則
）
学
生
会
館
使
用
の
細
則
に
つ
い
て

　
は
、
こ
れ
を
Λ
学
生
会
館
使
用
細
則
Ｖ
と
し
て
別
に
定
め
る
。

第
十
二
条
　
（
学
生
会
館
の
維
持
、
補
充
及
び
改
良
）
学
生
会

　
館
の
維
持
、
補
充
及
び
改
良
は
、
自
治
委
員
会
の
要
請
に

　
よ
り
責
任
を
も
っ
て
大
学
当
頂
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

第
十
三
条
　
（
管
理
運
営
予
算
）
①
学
生
会
館
の
管
理
運
営
に

　
関
す
る
予
算
は
自
治
委
員
会
が
こ
れ
を
自
主
的
に
計
画
し
、

　
大
学
当
局
に
示
し
、
そ
の
活
動
を
保
障
す
る
。
②
学
生
会

　
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
経
費
は
、
こ
れ
を
大
学
当
局
が

　
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
。
⑤
管
理
運
営
予
算
は
、
前

　
年
度
を
下
ま
わ
っ
て
は
な
ら
ず
、
前
年
度
順
を
基
準
と
す

　
る
ｕ
　
９
４
準
額
を
越
え
る
自
治
委
員
会
の
要
求
順
に
関
し

　
て
は
、
・
応
該
一
年
度
の
法
人
予
算
の
決
定
以
前
に
協
議
会
に

　
お
い
て
折
衝
し
、
決
定
す
る
。

第
十
四
条
　
（
速
営
予
算
の
執
行
）
①
自
治
委
員
会
が
定
め
た

　
予
算
は
会
計
年
度
・
紅
め
に
一
括
し
て
計
上
す
る
。
②
予
算

　
の
】
括
計
上
の
際
、
自
治
委
・
一
会
は
大
項
目
に
よ
る
月
別

　
予
算
計
画
を
計
上
す
る
。
。
低
経
理
課
長
は
、
毎
月
初
め
月

　
別
予
算
計
画
に
基
い
て
、
自
治
委
員
会
委
員
長
名
儀
の
当

　
座
預
金
に
当
月
分
を
振
り
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
（
会
計
年
度
）
　
学
生
会
館
の
会
計
年
度
は
毎
年
四

　
月
一
日
よ
り
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

第
十
六
条
　
（
決
算
）
　
毎
会
牡
羊
度
の
終
り
に
、
そ
の
奮
・
ｔ
£

　
キ
．
Ｉ
・
を
弓
一
二
’
ｔ
晨
・
会
ぱ
霊
＝
Ｉ
し
了
承
し
、
こ
れ
を
孚
学
会
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